
【防府市下流部】

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、佐波川国管理区間沿川の防府市下流部
の避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）　（案）

山口河川国道事務所 住民等防府市
気象・水象情報

（下関地方気象台）

-72h

-48h

-24h

◇大雨警報・洪水警報発表

◇台風進路予報

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

○台風説明会

（会場：山口県庁 ＴＶ会議で市町にも放映）

◇台風に関する九州北部地方気象情報

（随時）

水防警報（待機・準備）
水防団待機水位到達

新橋水位観測所（水位2.7m）

【注意体制発令】

大雨警報又は洪水警報が発令された場合

○災害対策用機械・備蓄資材等の確認

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○樋門操作員への出動要請

○協力機関の体制確認（維持業者）

○水防団等への注意喚起

【第一警戒体制】

注意報が発表された場合

【第二警戒体制】

警報が発表された場合

○水防団指示（待機・準備）

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認
○自主避難者受け入れ

洪水予報（氾濫注意情報） 水防警報（出動）氾濫注意水位到達

新橋水位観測所（水位3.4m）
○水防団指示（出動）河川巡視等開始

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設の準備

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難準備・高

齢者等避難開始の発令を検討する。

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

【警戒体制発令】

氾濫注意水位に達し、なお水位上昇の恐れがある場合

地域限定情報（人丸・矢筈地区）（水位3.4m）
地域限定情報水位を越えた場合

防府市人丸・矢筈地区 避難勧告等

災害発生の恐れが高い場合など状況によって避難判断水

位到達前に避難準備・高齢者等避難開始を行う場合があ

る
◇暴風、波浪、高潮警報発表

○ホットライン（下関地方気象台）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

避難判断水位到達

新橋水位観測所（水位4.2m） 洪水予報（氾濫警戒情報）

○必要に応じ、助言の要請○リエゾンの派遣
リエゾンより随時

（巡視・水防活動状況報告）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

洪水予報（氾濫危険情報）氾濫危険水位到達

新橋水位観測所（水位4.6m）

【第二次非常体制】
被害が特に甚大であるとき又は大規模の災害発生を免れない

場合

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

（災害対策本部）

（災害対策本部）

○災害対策機械（排水ポンプ車、照明車）の派遣要請

○大雨特別警報の住民への周知

○樋門の操作

洪水予報（氾濫発生情報）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

堤防天端水位到達・越流

※気象・水象情報に関する発表等のタ

イミングについては、地域・事象によっ

て、異なります。

○被害状況・調査結果等の公表

○被害状況の把握（中国地方整備局）

（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの派遣、活動（中国地方整備局）

○消防の応援に関する要請（市 消防署）

○避難者への支援

○TEC-FORCE要請

○自衛隊への派遣要請（市長 県知事）

○テレビ、ラジオ、インターネット等

による気象警報等の確認

○テレビ、インターネット、携帯メール

等による大雨や河川の状況を確認

○ハザードマップ等による避難

所・避難ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

防府市人丸・矢筈地区

住民判断による
避難開始

避難完了

防災行政無線、ラジオ、携帯

メール、ホームページ、テレビ、

広報車、自治会、伝達員等によ

り避難準備・高齢者等避難開始

を受信

防災行政無線、ラジオ、携帯メー

ル、ホームページ、テレビ、広報

車、自治会、伝達員等により避

難勧告を受信

避難解除

【非常体制発令】

氾濫危険水位以上の洪水が予想される場合又は洪水

によって、重大な被害が発生する恐れがある場合

※防府市の体制は、大雨・洪水・暴風・高潮警報のい

ずれかが発表され、市内に相当規模の災害が発生す

る恐れがあり、台風の上陸が明らかな場合を想定

○漏水・侵食情報提供

危険箇所を適時情報提供する。

災害発生の恐れが高い場合など状況によって地域限定

情報水位到達前に避難勧告等を行う場合がある

災害発生の恐れが高い場合など状況によって氾濫危険水

位到達前に避難勧告を行う場合がある

○水防団指示（指示）水防工法等開始

水防警報（指示）

○樋門操作員の避難
○氾濫危険水位を超えさらに上昇が見込まれる

とき、樋門の操作が安全に行えないと判断され

る場合操作員へ避難指示

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については平成21年7月洪水による気象状況、現在の防災業務に関する計画等を参考に記載している。なお、実洪水では気象・水象経過に応じた対応となります。
※このタイムラインは住民避難勧告の発令に着目したものであり、今後台風接近等の事態に至った場合の対応を実践し、その有効性の検証を行い、実践的に改善するものである。

○佐波川ダム放流通知確認

○島地川ダム放流情報確認

氾濫発生
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12k0 から下流の防府市街地が対象です

佐波川
新橋水位観測所

○水位予測（適時）

○水位予測（適時）

○水位予測（適時）

◇大雨特別警報発表

◇記録的な大雨に関する山口県

気象情報発表

○ホットライン＆緊急防災メール

（下関地方気象台）

○ホットライン（山口河川国道事務所）

【警戒体制調整会議】

水防本部又は災害対策本部設置の検討
山口県への台風上陸が明らかであり、防府市での災害発生の

恐れがある場合

※警戒体制調整会議の結果を踏まえ体制の移行を決定

浸水想定区域 避難準備・高齢者等避難開始

災害対策本部設置 【第一次非常体制】

災害が発生し又は発生の恐れがある場合

※水防本部から災害対策本部へ移行する。

水防本部設置 【水防非常体制】
災害が発生し又は発生の恐れがある場合

浸水想定区域 避難指示（緊急）

浸水想定区域 避難勧告

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

住民判断による
要配慮者避難開始

○避難の準備（要配慮者以外）

【緊急非常体制】
被害が特に甚大であるとき又は大規模の災害発生を免れない

場合

○自主避難

住民判断により要配慮者等の避難

開始

防災行政無線、ラジオ、携帯

メール、ホームページ、テレビ、

広報車、自治会、伝達員等によ

り特別警報を受信

防災行政無線、ラジオ、携帯

メール、ホームページ、テレビ、

広報車、自治会、伝達員等によ

り避難指示（緊急）を受信

住民判断による
避難開始

災害発生の恐れが高い場合など状況によって氾濫危険水

位到達前に避難指示（緊急）を行う場合がある

○氾濫危険水位を超え溢水または堤防からの

越水が見込まれるとき

○堤防調査委員会委員への台風情報の提供

地域限定情報（人丸・矢筈地区）（水位3.4m）
3時間までの予測水位が（水位3.4m）を上回る
場合

防府市人丸・矢筈地区 避難勧告検討

○洪水予報のプッシュ型配信

○洪水予報のプッシュ型配信

○ホットライン（山口河川国道事務所） 決壊の通報

○出水時点検（巡視）による河川管理施設、許可工

作物の状況確認（必要に応じて関係機関へ連絡）
○委託施設、占用物の対応状況を適宜確認

別紙１



【防府市上流部】
台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、佐波川国管理区間沿川の防府市上流部

の避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）　（案）

山口河川国道事務所 住民等防府市
気象・水象情報

（下関地方気象台）

-72h

-48h

-24h

◇大雨警報・洪水警報発表

◇台風進路予報

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

○台風説明会

（会場：山口県庁 ＴＶ会議で市町にも放映）

◇台風に関する九州北部地方気象情報

（随時）

【注意体制発令】

大雨警報又は洪水警報が発令された場合

○災害対策用機械・備蓄資材等の確認

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○樋門操作員への出動要請

○協力機関の体制確認（維持業者）

○水防団等への注意喚起

【第一警戒体制】

注意報が発表された場合

【第二警戒体制】

警報が発表された場合

○樋門の操作

※気象・水象情報に関する発表等のタ

イミングについては、地域・事象によっ

て、異なります。

○被害状況・調査結果等の公表

○被害状況の把握（中国地方整備局）

（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの派遣、活動（中国地方整備局）

○テレビ、ラジオ、インターネット等

による気象警報等の確認

○テレビ、インターネット、携帯

メール等による大雨や河川の状

況を確認

○ハザードマップ等による避難

所・避難ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

防災行政無線、携帯メール、

ラジオ、ホームページ、テレ

ビ、広報車、自治会、伝達

員等により避難準備・高齢

者等避難開始を受信

住民判断による
要配慮者避難開始

○避難の準備（要配慮者以外）

住民判断による
避難開始

避難完了

防災行政無線、携帯メール、

ラジオ、ホームページ、テレ

ビ、広報車、自治会、伝達

員等により避難勧告を受信

避難解除

※防府市の体制は、大雨・洪水・暴風・高潮警報のい

ずれかが発表され、市内に相当規模の災害が発生す

る恐れがあり、台風の上陸が明らかな場合を想定

【水防本部設置】（水防非常体制）

災害が発生し、又は、発生の恐れがある場合

○自主避難者受け入れ

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設の準備

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難準備・

高齢者等避難開始の発令を検討する。

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

浸水想定区域 避難準備・高齢者等避難開始

水防警報（待機・準備）
水防団待機水位到達

漆尾水位観測所（水位2.3m）
○水防団指示（待機・準備）

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

洪水予報（氾濫注意情報）氾濫注意水位到達

漆尾水位観測所（水位3.4m））

洪水予報（氾濫警戒情報）

水防警報（出動）

○水防団指示（出動）河川巡視等開始
○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

○水防団指示（指示）水防工法等開始

【警戒体制発令】

氾濫注意水位に達し、なお水位上昇の恐れがある場合

○漏水・侵食情報提供

危険箇所を適時情報提供する。

◇暴風、波浪、高潮警報発表

○ホットライン（下関地方気象台）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

（災害対策本部）

洪水予報（氾濫危険情報）氾濫危険水位到達

漆尾水位観測所（水位4.0m）

【非常体制発令】

氾濫危険水位以上の洪水が予想される場合又は洪水

によって、重大な被害が発生する恐れがある場合

洪水予報（氾濫発生情報）堤防天端水位到達・越流

災害対策本部設置【第一次非常体制】
災害が発生し、又は、発生の恐れがある場合

※水防本部から災害対策本部へ移行する。

浸水想定区域 避難勧告

【緊急非常体制】
被害が特に甚大であるとき又は大規模の災害発生を免れな

い場合

災害発生の恐れが高い場合など状況によって氾

濫危険水位到達前に避難勧告を行う場合がある

○必要に応じ、助言の要請
○リエゾンの派遣

リエゾンより随時

（巡視・水防活動状況報告）

（災害対策本部）

○災害対策機械（排水ポンプ車、照明車）の派遣要請

○大雨特別警報の住民への周知

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○消防の応援に関する要請（市 消防署）

○避難者への支援

○TEC-FORCE要請

○自衛隊への派遣要請（市長 県知事）

災害発生の恐れが高い場合など状況によって避難判断

水位到達前に避難準備・高齢者等避難開始を行う場合

がある

水防警報（指示）

○樋門操作員の避難○氾濫危険水位を超えさらに上昇が見込まれ

るとき、樋門の操作が安全に行えないと判断さ

れる場合操作員へ避難指示

【警戒体制調整会議】

水防本部又は災害対策本部設置の検討
山口県への台風上陸が明らかであり、防府市での災害発生

の恐れがある場合

※警戒体制調整会議の結果を踏まえ体制の移行を決定

○佐波川ダム放流通知確認

○島地川ダム放流情報確認

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については平成21年7月洪水による気象状況、現在の防災業務に関する計画等を参考に記載している。なお、実洪水では気象・水象経過に応じた対応となります。
※このタイムラインは住民避難勧告の発令に着目したものであり、今後台風接近等の事態に至った場合の対応を実践し、その有効性の検証を行い、実践的に改善するものである。

防災行政無線、携帯メール、

ラジオ、ホームページ、テレ

ビ、広報車、自治会、伝達

員等により特別警報を受信

12k0 から上流の防府市が対象です

氾濫発生
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※気象・水象情報に関する発表等のタ

イミングについては、地域・事象によっ

て、異なります。
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佐波川
漆尾水位観測所

○水位予測（適時）

○水位予測（適時）

◇大雨特別警報発表

◇記録的な大雨に関する山口県

気象情報発表

○ホットライン＆緊急防災メール

（下関地方気象台）

避難判断水位到達

漆尾水位観測所（水位3.6m）

○ホットライン（山口河川国道事務所）

○自主避難

住民判断により要配慮者等の避難

開始

【第二次非常体制】
被害が甚大であるとき又は大規模の災害発生を免れない場合

浸水想定区域 避難指示（緊急）

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認○水位予測（適時）

防災行政無線、携帯メール、

ラジオ、ホームページ、テレ

ビ、広報車、自治会、伝達

員等により避難指示（緊

急）を受信
災害発生の恐れが高い場合など状況によって氾濫危険

水位到達前に避難指示（緊急）を行う場合がある

○氾濫危険水位を超え溢水または堤防からの

越水が見込まれるとき

○堤防調査委員会委員への台風情報の提供

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○洪水予報のプッシュ型配信

○洪水予報のプッシュ型配信
○ホットライン（山口河川国道事務所） 決壊の通報

○出水時点検（巡視）による河川管理施設、許可工

作物の状況確認（必要に応じて関係機関へ連絡） ○委託施設、占用物の対応状況を適宜確認



【山口市徳地】
台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、佐波川国管理区間沿川の山口市徳地の

避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）　（案）

山口河川国道事務所 住民等山口市
気象・水象情報

（下関地方気象台）

◇大雨警報・洪水警報発表

◇台風進路予報

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

○台風説明会

（会場：山口県庁 TV会議で市町にも放映）

◇台風に関する九州北部地方気象情報

（随時）

【注意体制発令】

大雨警報又は洪水警報が発令された場合

○災害対策用機械・備蓄資材等の確認

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○樋門操作員への出動要請

○協力機関の体制確認（維持業者）

○水防団等への注意喚起

【第一警戒体制】

注意報が発表された場合

【第二警戒体制】

警報が発表された場合

○樋門の操作

※気象・水象情報に関する発表等のタ

イミングについては、地域・事象によっ

て、異なります。

○被害状況・調査結果等の公表

○被害状況の把握（中国地方整備局）

（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの派遣、活動（中国地方整備局）

○テレビ、ラジオ、インターネット等

による気象警報等の確認

○テレビ、インターネット、携帯

メール等による大雨や河川の状

況を確認

○ハザードマップ等による避難

所・避難ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○避難の準備（要配慮者以外）

住民判断による
避難開始

避難完了

防災行政無線、携帯メール、

ホームページ、テレビ、広報

車、自治会、伝達員等によ

り避難勧告及び避難指示

（緊急）を受信

避難解除

※山口市の体制は、大雨・洪水・暴風警報のいずれか

が発表され、市内に相当規模の災害が発生する恐れ

があり、台風の上陸が明らかな場合を想定

【災害対策本部設置】

【第一次非常体制】
災害が発生し又は発生の恐れがある場合

山口県への台風の上陸が明らかな場合

○自主避難者受け入れ

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設の準備

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難勧告

及び避難指示（緊急）の発令判断

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

浸水想定区域避難準備・高齢者等避難開始

水防警報（待機・準備）
水防団待機水位到達

漆尾水位観測所（水位2.3m）
○水防団指示（待機・準備）

洪水予報（氾濫注意情報）
氾濫注意水位到達

漆尾水位観測所（水位3.4m）

洪水予報（氾濫警戒情報）

水防警報（出動） ○水防団指示（出動）

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

○水防団指示（指示）

【警戒体制発令】

氾濫注意水位に達し、なお水位上昇の恐れがある場合

○漏水・侵食情報提供

危険箇所を適時情報提供する。

◇暴風、波浪、高潮警報発表

○ホットライン（下関地方気象台）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

（防災危機管理課）

洪水予報（氾濫危険情報）氾濫危険水位到達

漆尾水位観測所（水位4.0m）

【非常体制発令】

氾濫危険水位以上の洪水が予想される場合又は洪水

によって、重大な被害が発生する恐れがある場合

洪水予報（氾濫発生情報）

-72h

-48h

-24h

堤防天端水位到達・越流

【第二次非常体制】
被害が甚大であるとき又

は大規模の災害発生を

免れない場合

災害発生の恐れが高い場合など状況によって避難判断水

位到達前に避難勧告を行う場合がある

【緊急非常体制】
被害が特に甚大であると

き又は大規模の災害発

生を免れない場合

浸水想定区域
避難勧告及び避難指示（緊急）

災害発生の恐れが高い場

合など状況によって氾濫危

険水位到達前に避難指示

（緊急）を行う場合がある

○必要に応じ、助言の要請

○リエゾンの派遣 リエゾンより随時

（巡視・水防活動状況報告）

◇大雨特別警報発表

◇記録的な大雨に関する山口県

気象情報発表

○ホットライン＆緊急防災メール

（下関地方気象台）

（防災危機管理課）

○災害対策機械（排水ポンプ車、照明車）の派遣要請

○大雨特別警報の住民への周知

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○消防の応援に関する要請（市 消防署）

○避難者への支援

○TEC-FORCE要請

○自衛隊への派遣要請（市長 県知事）

※危険水位を超えまた、特別

警報も発表され、大規模な災

害発生を免れない。

災害発生の恐れが高い場合など状況によって水防団待

機水位到達前に避難勧告を行う場合がある

水防警報（指示）

水位予測等により判断

○樋門操作員の避難
○氾濫危険水位を超えさらに上昇が見込まれ

るとき、樋門の操作が安全に行えないと判断さ

れる場合操作員へ避難指示

○関係機関対策室設置

（警察・自衛隊・消防ほか）

○佐波川ダム放流通知確認

○島地川ダム放流情報確認

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については平成21年7月洪水による気象状況、現在の防災業務に関する計画等を参考に記載している。なお、実洪水では気象・水象経過に応じた対応となります。
※このタイムラインは住民避難勧告の発令に着目したものであり、今後台風接近等の事態に至った場合の対応を実践し、その有効性の検証を行い、実践的に改善するものである。

防災行政無線、携帯メール、

ホームページ、テレビ、広

報車、自治会、伝達員等に

より特別警報を受信

氾濫発生
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佐波川
漆尾水位観測所

○水位予測（適時）

避難判断水位到達

漆尾水位観測所（水位3.6m）

災害発生の恐れが高い場合など状況によって氾濫注意

水位到達前に避難勧告を行う場合がある

○ホットライン（山口河川国道事務所）

○堤防調査委員会委員への台風情報の提供

緊急復旧、堤防調査委員会設置

決壊の通報○ホットライン（山口河川国道事務所）

防災行政無線、携帯メール、

ホームページ、テレビ、広報車、

自治会、伝達員等により避難準

備・高齢者等避難開始を受信

住民判断による
要配慮者避難開始

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難準備・高

齢者等避難開始の発令判断

○出水時点検（巡視）による河川管理施設、許可工

作物の状況確認（必要に応じて関係機関へ連絡）

○委託施設、占用物の対応状況を適宜確認



【山口市徳地】
台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、佐波川国管理区間沿川の山口市徳地の

避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）　（案）

山口河川国道事務所 住民等山口市
気象・水象情報

（下関地方気象台）

◇大雨警報・洪水警報発表

◇台風進路予報

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

○台風説明会

（会場：山口県庁 TV会議で市町にも放映）

◇台風に関する九州北部地方気象情報

（随時）

【注意体制発令】

大雨警報又は洪水警報が発令された場合

○災害対策用機械・備蓄資材等の確認

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○樋門操作員への出動要請

○協力機関の体制確認（維持業者）

○水防団等への注意喚起

【第一警戒体制】

注意報が発表された場合

【第二警戒体制】

警報が発表された場合

○樋門の操作

※気象・水象情報に関する発表等のタ

イミングについては、地域・事象によっ

て、異なります。

○被害状況・調査結果等の公表

○被害状況の把握（中国地方整備局）

（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの派遣、活動（中国地方整備局）

○テレビ、ラジオ、インターネット等

による気象警報等の確認

○テレビ、インターネット、携帯

メール等による大雨や河川の状

況を確認

○ハザードマップ等による避難

所・避難ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○避難の準備（要配慮者以外）

避難完了

防災行政無線、携帯メール、ホー

ムページ、テレビ、広報車、自治会、

伝達員等により避難勧告及び避難

指示（緊急）を受信

避難解除

※山口市の体制は、大雨・洪水・暴風警報のいずれか

が発表され、市内に相当規模の災害が発生する恐れ

があり、台風の上陸が明らかな場合を想定

【災害対策本部設置】

【第一次非常体制】
災害が発生し又は発生の恐れがある場合

山口県への台風の上陸が明らかな場合

○自主避難者受け入れ

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設の準備

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難勧告及び

避難指示（緊急）の発令判断

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

浸水想定区域避難準備・高齢者等避難開始

水防警報（待機・準備）
水防団待機水位到達

堀水位観測所（水位2.0m）
○水防団指示（待機・準備）

洪水予報（氾濫注意情報）氾濫注意水位到達

堀水位観測所（水位3.0m）

洪水予報（氾濫警戒情報）

水防警報（出動） ○水防団指示（出動）

○出水時点検（巡視）
○CCTVによる監視強化

○水防団指示（指示）

【警戒体制発令】

氾濫注意水位に達し、なお水位上昇の恐れがある場合

○漏水・侵食情報提供危険箇所を適時情報提供

◇暴風、波浪、高潮警報発表

○ホットライン（下関地方気象台）

◇台風に関する山口県気象情報（随時）

（防災危機管理課）

洪水予報（氾濫危険情報）氾濫危険水位到達

堀水位観測所（水位4.3m）

【非常体制発令】

氾濫危険水位以上の洪水が予想される場合又は洪水

によって、重大な被害が発生する恐れがある場合

洪水予報（氾濫発生情報）

-72h

-48h

-24h

堤防天端水位到達・越流

【第二次非常体制】
被害が甚大であるとき又

は大規模の災害発生を

免れない場合

災害発生の恐れが高い場合など状況によって避難判断水

位到達前に避難勧告を行う場合がある

【緊急非常体制】
被害が特に甚大であると

き又は大規模の災害発

生を免れない場合

浸水想定区域
避難勧告及び避難指示（緊急）

災害発生の恐れが高い場

合など状況によって氾濫危

険水位到達前に避難指示

（緊急）を行う場合がある

○必要に応じ、助言の要請

○リエゾンの派遣 リエゾンより随時

（巡視・水防活動状況報告）

◇大雨特別警報発表

◇記録的な大雨に関する山口県

気象情報発表

○ホットライン＆緊急防災メール

（下関地方気象台）

（防災危機管理課）

○災害対策機械（排水ポンプ車、照明車）の派遣要請

○大雨特別警報の住民への周知

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○消防の応援に関する要請（市 消防署）

○避難者への支援

○TEC-FORCE要請

○自衛隊への派遣要請（市長 県知事）

※危険水位を超えまた、特別

警報も発表され、大規模な災

害発生を免れない。

災害発生の恐れが高い場合など状況によって水防団待

機水位到達前に避難勧告を行う場合がある

水防警報（指示）

水位予測等により判断

○樋門操作員の避難
○氾濫危険水位を超えさらに上昇が見込まれ

るとき、樋門の操作が安全に行えないと判断さ

れる場合操作員へ避難指示

○関係機関対策室設置

（警察・自衛隊・消防ほか）

○佐波川ダム放流通知確認

○島地川ダム放流情報確認

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については平成21年7月洪水による気象状況、現在の防災業務に関する計画等を参考に記載している。なお、実洪水では気象・水象経過に応じた対応となります。
※このタイムラインは住民避難勧告の発令に着目したものであり、今後台風接近等の事態に至った場合の対応を実践し、その有効性の検証を行い、実践的に改善するものである。

防災行政無線、携帯メール、

ホームページ、テレビ、広

報車、自治会、伝達員等に

より特別警報を受信
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佐波川
堀水位観測所

○水位予測（適時）

避難判断水位到達

堀水位観測所（水位3.9m）

災害発生の恐れが高い場合など状況によって氾濫注意

水位到達前に避難勧告を行う場合がある

○ホットライン（山口河川国道事務所）

○堤防調査委員会委員への台風情報の提供

地域限定情報（山口市徳地堀）（水位3.6m）
地域限定情報水位を超え、なお水位上昇の恐れが

ある場合及び地域限定情報水位を越えた場合

山口市徳地堀地区 避難勧告等

災害発生の恐れが高い場合など状況に地域限定情報水

位到達前に避難勧告等を行う場合がある
山口市徳地堀地区

住民判断による
避難開始

防災行政無線、携帯メール、

ホームページ、テレビ、広報車、

自治会、伝達員等により避難準

備・高齢者等避難開始を受信

住民判断による
要配慮者避難開始

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○重点監視区間監視開始（避難判断水位3.9m超過後）
※右岸23k700～24k600 異常発見時は、水防団へ指示

○ホットライン（山口河川国道事務所） 決壊の通報

住民判断による
避難開始

電話、ＦＡＸ等により地域限定情

報を受信

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難準備・高

齢者等避難開始の発令判断

○出水時点検（巡視）による河川管理施設、許可工

作物の状況確認（必要に応じて関係機関へ連絡） ○委託施設、占用物の対応状況を適宜確認


